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税務情報

税務課の各種手続きには、マイナンバーの記入などが必要

市・県民税の申告、
所得税の確定申告受付に関するお知らせ
1申告受付は完全予約制

　税務課で行う手続きには、マイナンバーカード(※1)または通知カード(※2)と運転免許証などの
本人確認書類を必ず持参してください。また、代理人が手続きを行う場合など詳細はお問い
合わせください。

　待ち時間を短くし、密を避けて安心してお手続きいただく
ことができるよう、申告受付を完全予約制で行います。必ず
事前に予約をお願いします。
＜予約方法＞
①スマートフォン、パソコンからオンラインで予約
②電話で予約　※電話回線が混み合うことが予想されます。
　　　　　　　　できるだけオンラインで予約してください。
【予約開始は令和5年2月1日（水）からです】
　予約方法の詳細等については、広報たじみ2月号や多治見市
公式ホームページでお知らせします。

3 市役所では申告受付できない方
　次に該当する方は市役所では申告受付することができま
せん。多治見税務署で申告してください。
●令和5年1月1日時点で多治見市に住民登録がない方
●事業所得、不動産所得などの所得がある方で、収支内訳書
　を作成していない方
●青色申告、損失、先物取引、譲渡所得（土地、建物、株式の
　売却）の申告をする方
●繰越損失のある方
●住宅借入金等特別控除を受けるための初年度分申告をする方
●準確定申告（亡くなられた方の申告）をする方
●国外で生じた所得の申告をする方
●消費税や贈与税の申告をする方
●令和3年分以前の確定申告をする方
※パソコンやスマートフォンからも申告ができます（e-Tax）

4 正しい市・県民税計算のために
　確定申告書や市・県民税申告書に記載漏れや記載誤りがある
と、市・県民税が正しく計算できません。申告書を提出される
際には、記載の漏れや誤りがないことを確認してください。
　特に、次の事例が例年多くみられます。申告書の該当する
欄に記載がないと、市・県民税の計算に適用できませんの
でご注意ください。
①上場株式配当所得や上場株式譲渡所得を受けた際に
　あらかじめ徴収されていた市・県民税額の記入漏れ
②寄附（ふるさと納税）の寄附先や寄附金額の記入漏れ
　ふるさと納税をした方でワンストップ特例申請をした方は、
　市・県民税申告または確定申告をすると特例の適用が無効
　となります。控除を受けるためには、申告時に寄附先と寄附
　金額を記入することが必要です。

※1 マイナンバーカード：表面に顔写真、氏名など、裏面に個人番号が記載。本人確認書類として使えます
※2 通知カード：表面に氏名、個人番号が記載された紙製のカード。通知カードだけでは本人確認書類
　　にはならないので、通知カードに加え運転免許証などが必要
（注）令和2年5月25日に通知カードは廃止されました。同日以降に氏名、住所など変更があった場合は
　　マイナンバー確認書類として使えません

手続き内容 窓口・問い合わせ
　軽自動車税（種別割）の減免（軽自動車税（種別割）減免申請書）
　固定資産税の減免（固定資産税・都市計画税減免申請書）
　償却資産申告書
　認定長期優良住宅に係る固定資産税の減額申告書
　固定資産税の住宅用地等申告書
　市民税・県民税申告書
　被相続人関係書類受領代表者の届（相続人代表者届）
　納税管理人の届出・変更（納税管理人申告書）

　税政グループ 立花　　☎ 23-5842
　資産税グループ 森本　☎ 23-5832

　資産税グループ 山田　☎ 23-5832

　全グループ共通(各税の問い合わせ)

　市民税グループ 小木曽　☎ 23-5830

税務課 市民税グループ　☎ 23-5830問

マイナンバーが必要となる主な手続き

2 申告受付会場開設スケジュール
　申告受付会場は駅北庁舎と笠原中央公民館の2カ所です。
開設スケジュールは次のとおりです。

※1 笠原中央公民館に会場を開設する日（令和5年3月1日（水）～
　　2日（木））は駅北庁舎会場は開設しません
※2 3月1日は9：30～16：00、3月2日は9：30～15：00の申告受付を予定
※3 土日祝日は申告受付会場を開設しません
※４ 申告期間中の12:00～13:00は一時会場を閉鎖します

令和５年
月
年

２月 ３月
日
曜
日

会
場

時
間

16 15141310987632117202122242728

木 水火月金木水火月金木水金月 火水金月火

駅北庁舎
4階大ホール

駅北庁舎
4階大ホール

笠原
中央
公民館
※1

9:00～16:00 9:00～16:00※2

詳細は総務省や国税庁のホームページも参照してください
▶ 総務省ホームページ https://www.soumu.go.jp/
▶ 国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/
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税務情報

軽自動車税（種別割）に関するお知らせ
　令和元年10月１日から、従来の「軽自動車税」は「軽自動車税（種別割）」に名称が変更されました。
　※税率（税額）に変更はありません

　令和４年４月１日から令和５年３月31日までに新規登録（新車登録）した三輪以上の軽自動車について、その燃費
性能などに応じて令和５年度のみ軽自動車税（種別割）が軽減されます。令和６年度からは通常税額になります。
※軽減は、初めて車両番号の指定を受けた年度の翌年度限りです
※新規登録した年月が13年を経過した三輪以上の軽自動車（初度登録平成22年３月以前の車両）は経年車重課となります
※新規登録した年月や燃費基準達成状況は、自動車検査証（車検証）の「初度検査年月」や「備考欄」で確認することができます。
　対象車両及び税額は下表のとおりです

※1 天然ガス自動車は平成30年排出ガス規制適合または平成21年排出ガス規制適合、
　　かつ平成21年排気ガス基準10％以上低減達成車に限る。

税務課 税政グループ　☎ 23-5842問

令和５年度の軽自動車税（種別割） 
グリーン化特例のお知らせ 税務課 税政グループ　☎ 23-5842問

1軽自動車税（種別割）に係る車両を現在所有していない方について
　所有していない車両の軽自動車税（種別割）の納税通知書が毎年送られてくる方は、すぐに問い合わせてください。
2 原動機付自転車を処分するときには、ナンバープレートを市に返却してください
　原動機付自転車を処分するときには、ナンバープレートを必ず外して市に返却してください。軽自動車税（種別割）を止
めるためにはナンバープレートの返却が必要です。
3 小型特殊自動車の登録について
　小型特殊自動車は公道を走行しなくても、所有することで軽自動車税（種別割）が課税されます。現在、未登録の
小型特殊自動車を所有している方は、速やかに税務課で登録してください。

4 督促状および催告書の領収書について
　督促状および催告書で支払った領収書は、車検用納税証明書として使用することができません。支払い後、領収書を
お持ちになって市役所または各地区事務所で車検用納税証明書（無料）を請求してください。

三輪対象車 四輪乗用 四輪貨物
自家用 営業用自家用 営業用

初度検査年月が平成27年３月以前 3,100円
1,000円

3,900円
4,600円

5,500円
1,800円

3,500円

5,200円

6,900円
8,200円

4,000円
1,300円

5,000円
6,000円

3,000円
1,000円

3,800円
4,500円

7,200円
2,700円

10,800円
12,900円初度検査年月から13年経過した車両

初
度
検
査
年
月
が
平
成
27
年
4
月
以
降

電気自動車および天然ガス自動車(※1)

通常（グリーン化特例を受けた年度の次年度以降）

平成30年排出ガス規制適合
かつ平成30年排出ガス
基準50％以上低減達成車
または
平成17年排出ガス規制適合
かつ平成17年排出ガス
基準75％以上低減達成車

令和12年度燃費基準90％
以上達成かつ令和2年度
燃費基準達成車

令和12年度燃費基準70％
以上達成かつ令和2年度
燃費基準達成車

太枠部分は、初回車両番号指定を
受けた年度の次年度のみ

～軽自動車税（環境性能割）について～

　令和元年10月１日以降、自動車取得税が廃止され環境性能割が導入されました。
環境性能割の税率は、自動車の燃費性能等に応じて軽自動車は０～２％になります。
　自動車税及び軽自動車税の環境性能割の賦課徴収は、改正前の自動車取得税と
同様に、当分の間、岐阜県が行います。

岐阜県自動車税事務所　☎ 058-279-3781問
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税務情報

　住宅用地として利用している土地は駐車場や空き地などと比べ、固定資産税・都市計画税の税額を軽減する特例措置
を適用しています。土地の利用を変更し、特例措置の適用が変わる場合は申告する必要があります。
　税額決定に重要な情報となるので、該当する方は必ず申告してください。

住宅用地の利用を変更した場合は「申告書」を提出

　家屋（住宅、店舗、工場など）を取り壊したときは、家屋滅失届（窓口で配布またはホームページからダウンロード可）を
窓口へ提出してください。提出がない場合は、次年度も固定資産税を課税する場合があります。
　※法務局で滅失登記の手続きをした場合や、取り壊しの申し出を受けて税務課職員が滅失状況を確認した
　　場合は届出不要

申告が必要な場合
　令和４年１月～令和４年12月に、次の変更があった場合など
①居住用の家屋を増築または一部取り壊した場合（住宅用地の利用に変更がある場合のみ）
②家屋の全部または一部の利用状況を変更した場合　例）住宅から店舗に、店舗から住宅に変更した場合など
③土地の利用状況を変更した場合　例）住宅の庭を月極駐車場に、月極駐車場を住宅の庭にした場合など

申告方法
令和5年1月31日(火)までに 固定資産税の住宅用地等申告書
 (窓口で配布、またはホームページからダウンロード可)を窓口へ

家屋を取り壊した場合は「家屋滅失届」を提出

住宅用地の利用変更
家屋を取り壊した場合は連絡が必要 税務課 資産税グループ　☎ 23-5834問

申告が必要な場合
●市内で自ら事業を営み、該当する償却資産を所有している
●市内で事業を営む方に事業用の償却資産を貸し付けている
●所有権移転リースに該当する資産などは、原則として買主（借主）
●建物に内装や造作を施したり、建築設備などを取り付けている(テナントなど)
●所有者不明の償却資産を使用している

償却資産の種類
①構築物…広告塔、門、塀、庭園、駐車設備、舗装路面など
②機械、装置…製造加工機械、各種業務用機械・装置・太陽光設備※など
　※ 事業用や発電出力10キロワット以上の設備は売電事業用の資産となるので申告が必要
③船舶…ボート、釣船、漁船、遊覧船など
④航空機…飛行機、ヘリコプター、グライダーなど
⑤車両、運搬具…貨車、客車、荷車、自転車、フォークリフトなどの大型特殊自動車など（自動車税、軽自動車税の対象
　となる資産は除く）
⑥工具、器具、備品…看板、事務機器、各種業務用工具・機器、事務家具、陳列ケースなど

申告方法
令和5年1月31日(火)までに申告書を郵送または窓口へ
※以前に申告された方へは令和5年度用の申告書を11月下旬に送付
※新たに申告をされる方、申告書が届かない方などはお問い合わせください

　償却資産を所有している方などは、令和５年１月１日（賦課期日）現在の所有状況を申告してください。

償却資産（固定資産税）の申告をしてください 税務課 資産税グループ　☎ 23-5834問

◀各種申請書の
　ダウンロード

◀申請書の
　ダウンロード
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※結婚相談へは履歴書1通、スナップ写真2枚、身分証明書（運転免許証など写真付きのもの）を持参してください

無料相談月の相談窓口 は電話の相談でも可
時　間 場　所

結婚相談※

消費生活相談

ＮＰＯ専門相談

就労相談

犯罪被害者相談

交通事故相談

常設人権相談
人権こまりごと相談

子どもの権利相談

ひとり親家庭相談
女性相談
家庭児童相談

心の悩み相談室

教育相談

育児相談

乳幼児心配ごと相談

介護保険制度苦情相談

知的障がい者なやみごと相談
身体障がい者更生相談
福祉相談
高齢者就業相談

行政相談

法律相談

同左　☎ 22-0320

ぎふ犯罪被害者支援センター
☎ 0120-968-783

県民生活相談センター
☎ 058-277-1001

同左　☎ 0570-003-110

子どもの権利相談室
☎ 23-8666または
☎ 0120-967-866

同左　☎ 23-5551

共栄　☎ 23-2199
池田　☎ 24-7117
笠原　☎ 44-1971

同左　☎ 23-8771

社会福祉協議会
☎ 25-1131

 

 

　福祉課
☎ 23-5806　
市

同左　☎ 24-3470

　くらし人権課 
☎ 22-1134
市

月～金曜日（祝日除く）　8：30～16：30

22日（日）
10：00～12：00、13：00～15：00

月～金曜日（祝日除く）
10：00～12：00、13：00～16：00
※前日までに予約を

19日（木）　14：00～16：00
※前日16:00までに予約を

火曜日（祝日除く）10：00～17：00
※前日までに予約を

11日（水）　11：00～15：00

5日（木）　10：00～12：00、13：00～15：00
※前日までに予約を

月～金曜日（祝日除く）　8：30～17：15
18日（水）　13：00～15：00

火～金曜日　13：00～19：00
土曜日　12：00～18：00

月～金曜日（祝日除く） 　9：00～16：00

5日、12日、19日、26日の木曜日
8：30～11：30　※前日までに予約を

月～金曜日(祝日除く）　9：00～16：00

月～木曜日（祝日除く）　9：30～16：30

　

月～金曜日（祝日除く）　9：00～16：00

月～金曜日（祝日除く）　9：00～16：00
※前日までに予約を

5日（木）　13：00～15：00
4日（水）　13：00～16：00
月～金曜日（祝日除く）　8：30～17：15
13日（金）　13：30～15：00

16日（月）　13：00～15：00
※予約1月6日（金）　8：30～

20日（金）　13：00～16：00
※予約1月13日（金）　8：30～　

6日（金）　13：00～16：00
※予約12月23日（金）　8：30～

総合福祉センター

産業文化センター3階

本庁舎

市民活動交流支援センター
（ヤマカまなびパーク 6階）

本庁舎

本庁舎

法務局多治見支局
本庁舎

ヤマカまなびパーク4階
子どもの権利相談室

駅北庁舎3階

駅北庁舎
さわらび学級

さわらび学級
駅北庁舎3階
駅北親子ひろば

地域子育て支援センター
（共栄・池田・笠原保育園内）

双葉保育園

駅北庁舎2階

総合福祉センター

本庁舎

本庁舎

問合せ（市は市役所）
1

相　談

　 高齢福祉課
☎ 23-5821　
市

　教育相談室　☎ 23-5942市

　 教育相談室
☎ 23-5942
市

　子ども支援課
☎ 23-5609
市

　くらし人権課　☎ 22-1128市

　くらし人権課
☎ 22-1134
市

岐阜県若者サポートステーション
☎ 058-216-0125

　くらし人権課
☎ 22-1128
市
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健康・スポーツ情報
※新型コロナウイルス感染症の影響により掲載内容を中止・延期など変更する場合があります。

新型コロナウイルス感染症防止のため、健診などを受ける場合は必ずマスクを着用してください。
会場に行く前に必ず体温を測定、37.5度以上の発熱がある時や、咳、痰などの症状がある場合は参加を控えてください。

　多治見市国民健康保険加入者の特定健診と30代健診の日程を追加し、集団健診を行います。
◆国保特定健診と30代健診のお知らせ

対象 令和4年度40歳以上の多治見市国民
健康保険加入者で、今年度の特定健診
を受診していない方

問 特定健診…保険年金課 水野 (靖 )　☎ 23 5762
30代健診…保健センター 田中　☎ 23 5960

日時　予約時に健診時間を決定
　　　平日の健診は午後、土・日の健診は午前
　　　※30代健診は土日のみ
持ち物　健康保険証、自己負担金、受診券または
　　　　案内はがき ※上下分かれた服装でお越しください
自己負担金　1,000円
　　　　　　※特定健診で年度年齢40、50歳の方は無料
申込方法　電話で
受付時間　9：00～16：00
　　　　　※12月24日(土)～1月9日(月)は年末年始の
　　　　　　 ため休業

実施日 実施場所
12月19日（月）
12月20日（火）
12月21日（水）

ききょうの丘健診プラザ
12月22日（木）
12月23日（金）
 1月10日（火）
 1月11日（水）
 1月12日（木）
 1月13日（金）
 1月14日（土）

駅北庁舎 3階　保健センター
 1月15日（日）
 1月16日（月）
 1月17日（火）
 1月18日（水） ききょうの丘健診プラザ
 1月19日（木）
 1月20日（金）
 1月21日（土） 駅北庁舎 3階　保健センター

特定健診

令和4年度に30～39歳(昭和58年4月
１日生～平成5年4月1日生)の市民で、
今年度の健康診断を受診されていない方

30代健診

ききょうの丘健診プラザ(土岐市土岐ケ丘2-12-1)
☎ 0572 56 0115（予約専用ダイヤル）

申

◆市民広場
　グラウンドゴルフ、ディスクゴルフ、輪投げなど
軽スポーツの無料体験ができます。
日時　12月17日（土）、1月14日（土）9：00～12：00
　　　※雨天中止
場所　星ケ台競技場
星ケ台管理事務所　☎ 22 2564問

◆卓球の日
日時　12月17日（土） 13：00～17：00
　　　先生からの特別アドバイス 13：00～15：00
　　　※申込不要
場所　笠原体育館 第3競技場
参加料　110円/時間（高校生以下は50円/時間）
笠原体育館　☎ 43 6285問

【トレーニング室利用者講習1月 ※要事前申込】

受講料　500円　　対象　高校生以上
持ち物　運動できる服（ジーンズ、スカート不可）
　　　　室内用シューズ
申込方法　電話または窓口へ（12月1日（木）9:00～） 
※開始10分前には着替え、受付を済ませてください

お詫びと訂正

定 員時　間
TYK体育館
☎ 22 4111 随時受付

毎日実施
※状況により休講日
　あり

2人
/回

10：00～11：00
13：30～14：30 4人

/回

6日(金)、18日(水)
29日(日)

19：00～20：00夜間：奇数日
笠原体育館
☎ 43 6285 

申場 問

広報10月号20ページに誤りがありました。
お詫びして訂正します。

（訂正前）のむら・笠原クリニック ☎45-1010
（訂正後）のむら・笠原クリニック ☎45-1020
※接種のご予約はクリニックの専用予約サイトで。
（電話での予約対応は行っておりません）
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身近にある消費生活のお話
意図しないリボ払い

　「リボ払い」とは、利用金額や利用件数に関わらず、
設定した一定金額を毎月支払う支払方法です。月々
の支払額を一定に抑えられる一方で、支払が長期化
し手数料がかさむといった点に注意が必要です。
　「リボ払いは使っていないから大丈夫」と思われる
方もいるかと思いますが、実は、気付かないうちに
リボ払いを申し込んでしまっている場合があります。
例えば、申込時の初期設定で支払方法がリボ払いに
設定されている場合や、リボ払い専用カードといった
ものもあります。
　リボ払いを希望しない場合は、申込時にしっかり
と確認をするようにしましょう。
　また、不正利用対策にもなり
ますので、利用明細は毎月必ず
確認するようにしましょう。

夜間在宅当番医・休日急病診療
12月の夜間在宅当番医

金岡町1

小田町5

音羽町2

太平町3

太平町4

太平町6

明和町6

明和町4

音羽町1

小名田町
西ヶ洞1
滝呂町17

幸町3

太平町3

豊岡町1

小名田町
西ヶ洞1
大畑町
西仲根3

栄町1

前畑町3

滝呂町12

宝町3

西尾クリニック

いちはらこどもクリニック

多治見クリニック

伊藤内科

横田耳鼻咽喉科

おざき整形外科

仲西クリニック

林かつひこ内科・循環器科

水田クリニック

タジミ第一病院

いながけ医院

おかざきまりこクリニック

高羽クリニック

豊岡医院

サニーサイドホスピタル

はら内科クリニック

林内科クリニック

中村こどもクリニック

うすい整形外科
岡山内科・
消化器科クリニック

24-0689

24-3411

22-5566

23-6578

21-2133

25-6101

29-1181

20-2002

22-5222

22-5131

45-0077

27-1200

23-5515

21-2868

25-8110

28-3223

25-7755

24-1717

43-3600

21-1717

当番病・医院名 TEL住  所

1

2

5

6

7

8

9

12

13

14

15

16

19

20

21

22

23

26

27

28

木

金

月

火

水

木

金

月

火

水

木

金

月

火

水

木

金

月

火

水

日  曜

時間　土曜日…19：00～21：30（受付は21：00まで）
　　　日曜・祝日…13：00～17：00（受付は16：30まで）
診療場所　多治見市民病院　救急外来診察室
事前の電話連絡必要　☎ 22-5211

土曜と日曜、祝日の休日急病診療

診療時間　19：00～21：30(受付は21：00まで）
※気象状況、諸般の事情により、急きょ休診となる場合が
　あります。受診する場合は、当番医にあらかじめ電話で
　連絡してください。
※夜間診察料が加算されます

●診療時間外はこちらへお問い合わせください
救急医療情報センター　☎23‒3799

くらし人権課　奥村　☎ 22-1134
消費者ホットライン   ☎ 188

いやや問

保健センター　☎ 23-5025問

FMたじみ
「PiPiホットステーション763」

担当番組　
ＰｉＰｉっとカフェ 金曜日
毎週金曜日 12：00～14：00
チョビラボ
毎週日曜日 15：00～17：00

ピックアップパーソナリティ

　「わ」を大切に、高橋賢一です。
　金曜には昭和の和音(楽曲)流れる店・ＰｉＰｉっと
cafeから、日曜には令和の話題溢れる研究所・
チョビラボから、笑いを交えて、リスナーの皆さんと
輪を繋ぎながら、独自のワールド展開中。生涯チャ
レンジャーがモットーのちょっぴり我儘、腕白坊主
の高橋賢一をお忘れなく‼
　元気の源はカプサイシンとビール酵母。東濃地方
の激辛ラーメン情報もお待ちしております。WOW

たかはし　けんいち
高橋 賢一さん

FMたじみ　☎ 21-3370　FAX 21-3371
E-MAIL　info@fmpipi.co.jp

問

ホームページから
ピピの放送が聴けます！
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2月26日（日）17：15開場 18：00開演予定
村尾光二、
Crystal Boy（nobodyknows+）ほか
全席指定 4,000円
12月3日（土）インターネット7：00～ 電話9：00～














